
42010・10・155 2010・10・15

　

市
で
は
、
高
島
市
若
者
定
住
促
進
条
例
に
基
づ
き
、
市

内
に
定
住
す
る
若
者
を
支
援
す
る
た
め
、
住
宅
の
新
築
や

購
入
、
リ
フ
ォ
ー
ム
に
つ
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
「
若

者
の
住
宅
確
保
支
援
制
度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

住
宅
を
平
成
20
年
、
21
年
中
に
市
内
業
者
で
新
築
お
よ

び
購
入
さ
れ
た
40
歳
未
満
の
方
で
、
本
年
度
の
固
定
資
産

税
（
建
物
）
を
完
納
さ
れ
た
方
は
、
お
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
、
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
へ
の

支
援
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

高
島
市
に
定
住
す
る
若
者

を
応
援
！

若
者
の
住
宅
確
保
支
援
制
度

申
請
は
お
済
み
で

す
か
？

ま
だ
の
方
は
、
お

早
め
に
お
願
い
し

ま
す
。

高島市若者定住促進条例に基づく高島市若者定住促進条例に基づく

　若者の住宅確保の支援制度　若者の住宅確保の支援制度
対象者や対象住宅の要件・申請手続きなど詳しく
は商工振興課までお問い合せください。

商
工
振
興
課

　

（
２
５
）
８
５
１
４

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業

高
島
市
経
済
活
性
化
支
援
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業

　

現
在
お
住
ま
い
の
住
宅
の
耐
震
補
強
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
ま
た
は
、
環
境
に
配
慮
し
た
断
熱
構

造
化
を
図
る
住
宅
の
改
修
工
事
に
最
高
50
万
円
ま
で
補
助
を
行
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

対
象
工
事
費
の
25
％
以
内
で
50
万
円
を
限
度

と
し
ま
す
。（
千
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
）

補
助
金
に
つ
い
て
は
、
６
割
を
現
金
で
、
残
り

４
割
を
地
域
通
貨
「
ア
イ
カ
」
で
お
支
払
い
し

ま
す
。

例
）
補
助
金
額
50
万
円
の
場
合

現
金
30
万
円
、
地
域
通
貨
「
ア
イ
カ
」
20
万

円

①
市
民
の
方
で
、
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
が
条
件
に

な
り
ま
す
。

②
こ
の
事
業
の
助
成
は
、
補
助
対
象
世
帯
１
件
に
つ
き
１

回
で
す
。

③
交
付
決
定
後
の
工
事
着
工
に
な
り
ま
す
。

　

※
既
に
着
工
さ
れ
た
も
の
に
は
補
助
で
き
ま
せ
ん
。

　

※
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

※
工
事
は
、
年
度
内
に
完
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④
対
象
工
事
に
お
い
て
他
の
制
度
（
介
護
保
険
の
住
宅
改

修
費
の
給
付
等
）
を
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
他
の
制
度

を
利
用
さ
れ
る
工
事
費
を
対
象
工
事
費
か
ら
除
き
ま

す
。

⑤
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
審
査
会
に
お
い
て
対
象
外
と
判
断
さ

れ
た
経
費
は
対
象
工
事
費
か
ら
除
き
ま
す
。

商
工
振
興
課　

（
２
５
）
８
５
１
４

主
な
要
件

補
助
金
額詳

し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

・
木
造
住
宅
耐
震
診
断
に
基
づ
く
診
断
を
受
け
た
住
宅
（
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
の
住

宅
）
で
、
耐
震
診
断
判
定
評
価
点
が
０
．
７
未
満
の
住
宅
。

・
歩
行
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
（
特
定
高
齢
者
）
や
介
護
認
定
等
を

受
け
て
い
る
高
齢
者
お
よ
び
身
体
障
が
い
者
が
自
宅
内
で
、
排
泄
や
入
浴
、
衣
服
の
脱
着

な
ど
、
本
人
が
自
立
し
た
生
活
を
過
ご
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
。

　

住
宅
の
断
熱
化
構
造
を
高
め
る
工
事
で
、
外
気
に
面
す
る
壁
、
開
口
部
を
断
熱
構
造
と

す
る
工
事
。

①
住
宅
の
耐
震
補
強

②
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

③
住
宅
の
断
熱
構
造
化

★
い
ず
れ
も
市
内
の
事
業
者
に
よ
り
施
工
さ
れ
る
工
事
で
、
耐
震
補
強
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
、
対
象
工
事

費
が
１
０
０
万
円
以
上
の
も
の
。
断
熱
構
造
化
工
事
は
、
対
象
工
事
費
が
40
万
円
以
上
の
も
の
。

※
本
制
度
も
し
く
は
土
木
交
通
部
所
管
の
木
造
住
宅
耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
事
業
の
制
度

の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
介
護
認
定
を
受
け
て
お
ら
れ
る
方
、障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
内
容
、

金
額
に
よ
っ
て
、
長
寿
介
護
課
・
障
害
福
祉
課
が
そ
れ
ぞ
れ
所
管
す
る
住
宅
改
修
助
成
制
度
と
本
制
度

を
組
み
合
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対 象 者：高島市に定住される40歳未満の方
対象住宅：市内業者が建築した、または販売する

新築住宅
対象経費：新築住宅（建物）に課税され納付いた

だいた固定資産税
補助金額：補助金は納付済み固定資産税（建物）

の１／２を地域通貨アイカで５年間お
支払いします。（限度額５万アイカ／
年）

対  象  者：高島市に定住される方
　○ＵＩＪターン者

　平成20年１月１日以降の転入者で転入前
に高島市以外の市区町村に１年以上住まれて
いた方で高島市に定住しようとする方

　○40歳未満の実家定住者
・市内の賃貸住宅等に居住する者で市内の実家
に戻り定住しようとする方

・市内の実家に住んでいる者が結婚し、または
１年以内に結婚する方で、引き続き同実家に
定住しようとする方

対象住宅：対象者が所有する住宅、または所有を
前提とする住宅

対象工事：市内業者が請け負う１００万円以上の
リフォーム工事

補助金額：
補助金は地域通貨アイカで、５年分割均等払い。
・対象者が40歳未満の場合、対象工事費の１
／４を補助（限度額50万アイカ）
・対象者（ＵＩＪターン者のみ）が40歳以上
の場合、対象工事費の１／８を補助（限度額
25万アイカ）

　

対  象  者：空き家を貸し出そうとする空き家所有
者（個人）

対象住宅：借り手の決まっている空き家
対象工事：市内業者が請け負う１００万円以上の

リフォーム工事
補助金額：
補助金は空き家所有者に地域通貨アイカで、５
年分割均等払い。
・空き家を借りる方が40歳未満の場合、対象
工事費の１／４を補助（限度額50万アイカ）

・空き家を借りる方が40歳以上の場合、対象
工事費の１／８を補助（限度額25万アイカ）

住宅リフォーム補助新築住宅取得補助

空き家リフォーム補助

　


